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平成 26年 7月 7日 

総 務 部 管 財 課 

政 策 会 議 資 料 

 

「公共施設等総合管理計画（方針）」の策定について 

 

１ 策定の趣旨及び背景 

（１） 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方  

で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にあります。今後、人口

減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されること

から、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点を持って、更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化すると

ともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。 

 

（２） 平成 25 年 11 月 29 日に開催された国の「インフラ老朽化対策の推進に

関する関係省庁連絡会議」において『インフラ長寿命化基本計画』が決定

されました。 

本基本計画は、地方公共団体の役割として、地方公共団体が管理・所有す

る全ての公共施設等を対象に、地域の実情に応じて、総合的かつ計画的に

管理する『公共施設等総合管理計画（行動計画）』を３年以内に策定するよ

う要請しています。 

また、当該行動計画に基づき、個別施設毎の具体の対応方針を定める計

画として、『個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）』を策定すること

とされています。（別紙１参照） 

 

（３） これを受けて、本年 4 月 22 日付け「公共施設等の総合的かつ計画的な

管理の推進について」により総務大臣から計画策定の要請がありました。 

 

２ 本県での取組方向  

  公共施設等の管理については、現在、みえ県有財産利活用方針など施設類

型毎に各部局が計画を策定し取り組んでいるところです。 

今回あった総務大臣からの要請は、地方公共団体が所有・管理するすべての

公共施設等を対象に、地域の実情に応じて総合的かつ計画的に実施できるよう 

求めるものであることから、県としては既存の計画等との整合を図りながら、

公共施設等の管理についての基本的な考え方を取りまとめ、公共施設等総合管

理計画（方針）の策定につなげていきたいと考えています。 

 

資料１ 
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３ 計画（方針）策定に向けての基本的な考え方 

（１） 個別施設計画等の上位計画（方針）として位置づけ、施設管理の基本的

な方針を記述します。 

（２） 計画期間は、平成 27年度から平成 36年度までの概ね 10年間とします。 

（３） 長期計画（方針）であることから、目標設定は「みえ県民力ビジョン」

に準じ、公共施設等の将来のあるべき方向を示す定性的なものとします。 

（４） 計画（方針）の構成（イメージ）は、国の策定指針に基づき、別紙２の

とおりとします。 

 

４ 取組体制（別紙３） 

既存の「県有財産有効活用等推進会議」にインフラ及び公営企業関係部門

を構成員に追加した取組体制を構築します。 

 

５ スケジュール（別紙４） 

   平成 26年度中に策定を行います。 

 

６ 当面の作業 

   公共施設等の現状把握及び施設管理の既存計画等について、作業部会を

通じて、調査・情報収集を依頼します。 
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（別紙２） 

【イメージ】 

三重県公共施設等総合管理計画（方針） 
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取組体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

16 企業庁企業総務課長 

17 病院事業庁県立病院課長 

18  総務部財政課 

 

 

県有財産有効活用等推進会議 

議長：総務部副部長（財政運営担当） 

構成員 

 １ 防災対策部防災対策総務課長 

    ２ 戦略企画部戦略企画総務課長 

 ３ 総務部総務課長 

    ４ 総務部管財課長 

    ５ 健康福祉部健康福祉総務課長 

    ６ 環境生活部環境生活総務課長 

    ７ 地域連携部地域連携総務課長 

    ８ 農林水産部農林水産総務課長 

    ９ 雇用経済部雇用経済総務課長 

    10 県土整備部県土整備総務課長 

    11 県土整備部公共用地課長 

    12 県土整備部営繕課長 

    13 出納局出納総務課長 

    14 教育委員会事務局教育総務課長 

    15 警察本部警務部会計課長 

事務局 

      総務部管財課 

公共施設総合管理推進会議作業部会 

（県有財産有効活用等推進拡大会議作業部会） 

（上記 1～18の担当者による作業部会） 

政   策   会   議 

公共施設等総合管理推進会議 

（県有財産有効活用等推進拡大会議） 

＜作業部会＞ 



                    ８ 

（別紙４） 

 

「公共施設等総合管理計画(方針)」策定スケジュール案 

 

 

 

 

 

（７月）          （12月）           （3月） 
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